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1 0教職第7　6号

平成10年4月30日

高知　県教育長

職員の病気休暇等について(通知)

うえのことについて､公立学校職員の勤務時間､休日及び休暇に関する規則の
一部改正(県公報第8051号)等により､下記のとおり取り扱うこととします

ので､職員に周知するとともに､適正な運用をしてください｡

記

1　病気休暇

(1)改正内容

別表第1に定める難病に｢神経線維腫症｣が加えられたこと｡

(2)施行日

平成10年5月1日

(3)経過措置

この改正規則の施行日において､上記の疾病により同日前から引き続い

て病気休暇を既に承認されている職員の同日以後における病気休暇につい

ても適用されること｡

2　その他

(1)通知の改正

｢ボランティア休暇について(平成8年12月27日付け8教義第

1085号高知県教育長通知) ｣別表中｢虚弱児施設｣を削除する.

施行日:平成.10年5月1日　　　　　＼

(公立学校職員の勤務時間､休日及び休暇に関する規則の運用についての

人事委員会委員長通知は別紙のとおり｡ )

(2)母性健康管理指導事項連絡カーードについて

｢雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の

福祉の増進に関する法律｣の規定に基づく｢事業主が講ずべき措置に関す

る指針｣において定められた母性健康管理指導事項連絡カード(別紙様式)

については､職員から提出があった場合には､医師の診断書に代わるもの

として必要な措置を講ずること｡



10高人委第52号

平成10年4月27日

高知　県　教育長　様

高知県人事委員会委員長

Gh:
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公立学校職員の勤務時間､休日及び休暇の運用について(通知)

公立学校職且の勤務時間､休日及び休暇の運用について(平成6年12月21

日付け6高人委第28 1号高知県人事委員会委員長通知)の記の第5特別休暇関

係を下記のとおり改正したので平成10年5月1日以降は､これによってくださ

い｡

記

第5特別休暇関係の4の(4)の.エ中｢虚弱児施設｣を削除する｡



(衣)

母性健康管理指導事項連絡カード

医療機関等名

医師等氏名

平成　　年　　月　　日

印

事　　業　　主　　　殿

下記1の者は､健康診査及び保健指導の結果､下記2-4の措置を諦ずることが必要である
と認めます｡

記

1　氏名等

氏名 ��妊娠週数 ���出産予定日 僖��

2　指導事項(該当する指導項目に○を付けてください｡)

症..状等 劔指導項目 儷x���ｹ'R�

つわり 剌ﾇ状が著しい場合 � 仂駝�鳧ｭH,ﾉ%ｨ��

妊娠悪阻 劔 亶鮎b�?ﾈ����|2��

妊婦貧血 剏w9g′dl以上11g/dl未 � 儿�%8,ﾉ�X*ｸ*(ﾞﾈｼh,ﾉ�xﾌ�iH,ﾘｼ��k�鳧ｭH,ﾉ%ｨ��

Hb9g′dl未満 � 亶駅B一��驂9Mr��

子宮内胎児発育遅延 劍ﾇ傲r� 儿�%8,ﾉ�X*ｸ*(ﾞﾈｼh,ﾉ�xﾌ�iH,ﾘｼ��k�鳧ｭH,ﾉ%ｨ��

重症 ��休筆(自宅療養又は入院加療) 

切迫流産.､(妊娠22週未満) 劔 亶��"一��驂9wｹiH鳬?ﾈ����|2��

切迫早産,(妊娠22週以後) 劔 亶鮎b一��驂9wｹiH,ﾙ?ﾈ����|2��

ヽ 妊娠 I:--.*革症し �-8+X�ﾂ�X(魵�佗傲r� 儿�%8,ﾉ�X*ｸ*(ﾞﾈｼjB�+x鳧ｭH,ﾉzr�ﾞﾈｼjH��:�ｨ����/�ｺﾙ�x+8.ｨ.俥ﾂ�ｼh,ﾉ�xﾌ�iH,ﾘｼ駝�鳧ｭH,ﾈﾍ偬ｲ�

重症 ��休業(入院加療) 

たん 剏y症 ��負担の大きい作業､ストレス. 緊張を多く感じる作紫の制限又 
蛋白尿 劔は勤務時間の短縮 

重症 ��休兼(入院加療) 

高血圧 剏y症 ��負担の大きい作業､ストレス. 緊張を多く感じる作栗の制限又 は勤務時間の短絡 

重症 ��休業(入院加療) 

妊娠前から持っている病 気(妊娠により症状の悪 ∴化が見られる場合) 劍ﾇ傲r�･J 儿�%8,ﾉ�X*ｸ*(ﾞﾈｼh,ﾉ�xﾌ�iH,ﾘｼ��k�鳧ｭH,ﾉ%ｨ��

重症 ��休業(自宅療養又は入院加療) 



症鳩等 劔倡y;�ﾘ�m｢��r�標準措置 

妊娠中 にかか りやす い病気 啖ﾄ��ﾈ*B��9jﾉ,��症状が著しい場合 剪�長時間の立作業､同一姿勢を強 .糾される作業の制限又は横にな っての休憩 

じ 痔 啌顰x�8*ｩ)�+X*(�ｨﾘr�� 

腰痛軒 傲x�8*ｩ)�+X*(�ｨﾘr�� �+x鳧ｭF�,ﾉzxﾞﾈｼjHﾙ�,儿�%8,ﾈ*��*�.俥ﾈｼjI:�ｩ|���/�ｺﾙ�x+8.｢�.俥ﾈｽX,ﾉ�xﾌ��

lrうこう 剏y症 � 儿�%8,ﾉ�X*ｸ*(ﾞﾈｼjI+x鳧ｭHﾞﾈｼh-b��ｨ�/�z8.ｨ.�+�,h,ﾈ,X*ｸ,�*(ﾞﾂ�
膜状炎 劔册鶇ｪh*(�ｨ�,X,ﾈﾞﾈｼh,ﾉ�xﾌ��

重症 � 亶鮎b�?ﾈ����|2停�

多胎妊l 白郁鋳�剪�必要に応じ､負担の大きい作業 の制限又は勤務時間の短縮一 多胎で特殊な例又は三胎以上の 場合､.特に憤重な管理が必要 

産後回復不全 劔軽症 ��･負担の大きい作業の制限又は勤 p務時間の短師 

重症 ��休業(自宅療養) 

標準措俊と異なる措置が必要である等の特記事項があれば記入してください｡

3　上記2の措置が必要な期間(当面の予定

期間に○を付けてください｡)

l過問(

2･週間(

4週間(

その他(

骨自～月tヨ) ��

月日～月日) ��

■月日～月日) ��

) ��

4　その他の指導事項(措置が必要であ

る場合は○を付けてください｡)

妊娠中の通勤牌和の措置L ��

妊娠中の休憩に関する措置. ��

〔記入上の注意〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t
(1) ｢4　その他の指導事項｣の｢妊娠中の通勤横和の措置｣柵には､交通機関の混雑状況

及び妊娠経過の状況にかんがみ､措置が必要な場合､ ○印をご記入くださいo r
(2) r4　その他の指導事項｣の｢妊娠中の休憩に関する措置｣欄には､作業の状況及び妊

娠経過の状況にかんがみ､休憩に関する措直が必要な場合､ ○印をご記入ください'o

指導事項を守る　ための措置申請書
上記のとおり､医師等の指導事項に基づく措置を申請します｡

平成　　年　　月　　日

所属
氏名

事　　　業　　　主　　　殿

この様式の｢母性健康管理指導事項連絡カード｣の欄には医師等が､また､十指甲項を守
るための措置申請書｣の柵には女性労働者が記入してください｡


